
福祉保険制度福祉保険制度
「福祉保険制度」は、長期給付（公的年金）および短期給付（健康保険）を補完するための公立学校共済組合独
自の制度です。ご自身で必要と思われる保障を選択していただくことにより、皆さまの生活に安心を提供します。

福祉保険制度は退職（組合員資格喪失）後も継続可能です（傷病休職給付金を除く）。手続き資料は、6月～7月頃所属所宛てに送付予定です。
制度内容の詳細は、公立学校共済組合ホームページ（福祉保険制度専用ホームページ）に掲載されているデジタルパンフレットをご覧ください。
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死亡した場合、ご遺族に対して死亡保険金をお支払いします。
老齢厚生年金と遺族厚生年金の差額（約1/4相当）に当たる部分を補完します。
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特定疾病給付金

入院費用給付金

傷病休職給付金 病気やケガで働けなくなった場合、保険金が支払われ、収入が減少する部分を補完すること
ができます。

病気やケガで入院した場合、保険金が支払われ、医療費の自己負担部分を補完することがで
きます。

特定疾病（悪性新生物（がん）・急性心筋梗塞・脳卒中）時に、闘病資金を確保することができます。
特定疾病給付金（主契約）に7大疾病保障特約、がん・上皮内新生物保障特約を付加することで、特定疾
病に加え、保障範囲を7大疾病に拡大、また、上皮内新生物の保障を加えて厚くすることができます。
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サービスコース
心身の健康増進と生活習慣病予防のための、各種サービスを受けることができます。
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健康相談事業（公立学校共済組合本部事業）については、
以下のいずれかからご覧ください。

①「共済おおさか　令和５年４月号（220号）」冊子（所属所回覧用）

②公立学校共済組合ホームページ
　トップページ　→　組合員専用ページ（ログイン）
　→　「健康相談事業のご案内」
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